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●
生
命
保
険
や
医
療
保
険
の
高
額
療

養
費
な
ど
で
補
て
ん
さ
れ
る
金
額

の
明
細
書

●
介
護
保
険
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

支
給
決
定
通
知
書

※
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
を
受
け

る
と
き
は
、
領
収
書
と
医
師
の
お

む
つ
使
用
証
明
書
が
必
要
で
す
。

た
だ
し
、
介
護
保
険
被
保
険
者
で

お
む
つ
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
人

は
、
２
年
目
か
ら
市
が
発
行
す
る

確
認
書
と
領
収
書
で
控
除
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
詳
細
は
本

庁
・
高
齢
者
支
援
課
へ
お
尋
ね
を
。

※
国
民
健
康
保
険
の
高
額
療
養
費
支

給
額
明
細
書
が
必
要
な
人
は
、
保

険
証
を
持
参
し
、
本
庁
・
保
険
年

金
課
ま
た
は
牛
深
支
所
・
市
民
課
、

そ
の
他
の
支
所
・
市
民
生
活
課
で

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

 

◆
障
害
者
控
除
を
受
け
る
人

●
障
害
者
手
帳
ま
た
は
障
害
者
控
除

対
象
者
認
定
書

※
認
定
書
は
、
身
体
や
精
神
に
障
が

い
が
あ
る
65
歳
以
上
の
人
で
、
そ

の
障
が
い
が
①
身
体
障
害
１
〜
６

級
②
知
的
障
害
の
軽
度
・
中
度
・
重

度
③
寝
た
き
り
、
と
同
じ
程
度
と

認
め
ら
れ
る
人
に
発
行
し
ま
す
。

①
と
②
は
本
庁
・
社
会
福
祉
課
で
、

③
は
同
・
高
齢
者
支
援
課
で
申
請

し
て
く
だ
さ
い
（
牛
深
支
所
・
保

健
福
祉
課
と
そ
の
他
の
支
所
・
市

民
生
活
課
で
も
申
請
で
き
ま
す
）。

 

◆
生
命
保
険
料
、地
震
保
険
料

　
　
　
　
　
　

  

控
除
を
受
け
る
人 

●
支
払
っ
た
保
険
料
の
証
明
書

 

◆
雑
損
控
除
を
受
け
る
人

●
被
災
証
明
書

●
被
害
を
受
け
た
住
宅
・
家
財
の
明

細
書
や
、
支
払
っ
た
修
繕
費
な
ど

の
領
収
書

●
損
害
保
険
な
ど
で
補
て
ん
さ
れ
る

金
額
の
明
細
書

 

◆
寄
付
金
控
除
を
受
け
る
人

●
寄
付
金
の
受
領
証
な
ど

※
ふ
る
さ
と
納
税
（
地
方
自
治
体
へ

の
寄
付
）
を
し
た
場
合
も
申
告
が

必
要
と
な
り
ま
す
。

◎
市
･
県
民
税
の
申
告
に
つ
い
て
の

詳
細
は
、
本
庁
・
市
民
税
課
市
民

税
係
☎
㉓
１
１
１
１
内
線
１
１
４

５
ま
た
は
各
支
所
・
総
務
振
興
課

税
務
担
当
係
へ
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

◎
所
得
税
の
申
告
に
つ
い
て
の
詳
細

は
、
天
草
税
務
署
☎
㉒
２
５
１
０

へ
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

　

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
（
住
宅
借
入

金
等
特
別
控
除
）
を
受
け
て
い
る

人
の
中
に
は
、
平
成
19
年
度
に
実

施
さ
れ
た
税
源
移
譲
に
よ
っ
て
所

得
税
が
減
額
と
な
り
、
同
控
除
を

所
得
税
か
ら
控
除
し
き
れ
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、
所

得
税
か
ら
引
き
き
れ
な
か
っ
た
額

を
翌
年
度
の
市
・
県
民
税
か
ら
控

除
す
る
措
置
が
設
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
措
置
の
適
用
を
受
け
る

た
め
に
は
毎
年
、「
住
宅
借
入
金

等
特
別
税
額
控
除
申
告
書
」
を
提

出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

▼
対
象
＝
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当

す
る
人
。①
住
宅
ロ
ー
ン
控
除

を
受
け
て
い
る
人
（
平
成
11
年

か
ら
同
18
年

ま
で
に
入
居

し
た
人
に
限

る
）②
住
宅

ロ
ー
ン
控
除

可
能
額
が
、

平
成
20
年
分

の
所
得
税
額

を
超
え
て
い
る
人
。

▼
提
出
期
限
＝
３
月
16
日
㊊
ま
で
。

▼
提
出
方
法
＝
●
確
定
申
告
を
し

な
い
人…

申
告
書
に
年
末
調
整

済
み
の
源
泉
徴
収
票
を
添
え

て
、
今
年
１
月
１
日
に
住
所
が

あ
っ
た
市
町
村
（
本
市
の
場
合

は
、
本
庁
・
市
民
税
課
ま
た
は

各
支
所
・
総
務
振
興
課
）
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。●
確
定
申

告
を
す
る
人…

税
務
署
で
確
定

申
告
を
す
る
際
に
申
告
書
も
あ

わ
せ
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※

注…

申
告
書
は
、
平
成
20
年
度

に
市
・
県
民
税
の
住
宅
ロ
ー
ン

控
除
を
受
け
た
人
に
送
付
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、
本
庁
・
市
民

税
課
ま
た
は
各
支
所
・
総
務
振

興
課
、
天
草
税
務
署
、
市
・
県

民
税
の
各
申
告
会
場
に
備
え
付

け
て
い
る
ほ
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
で
も
取
得
で
き
ま
す
。

※

詳
細
は
、
本
庁
・
市
民
税
課
市

民
税
係
☎
㉓
１
１
１
１
内
線
１

１
４
５
へ
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

●２月16日㊊～３月16日㊊（土・日曜日を除く）
　　午前９時～午後４時／天草税務署
●２月18日㊌・翌19日㊍
　　午前９時～午後４時／牛深支所

所得税確定申告の日程

※本庁・市民税課や各支所・総務振興課での申告はでき
ません。
※青色申告や譲渡所得申告、住宅借入金などの特別控除
を初めて受ける場合は、税務署で申告してください。

←
←

市
・
県
民
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
受
け
る
人
は

　
　
　
　
　
　
　

毎
年
、
申
告
書
の
提
出
が
必
要
で
す

市・県民税の申告日程

２/12㊍

２/13㊎

２/16㊊

２/17㊋

２/20㊎

２/23㊊

２/24㊋
３/９㊊

３/10㊋

３/11㊌

３/12㊍

３/13㊎
３/16㊊

２/12㊍

２/13㊎

２/16㊊

深海町下平、東
多々良
深海町舟津、浅海
久玉町山の浦

久玉町内の原

二浦町亀浦

魚貫町一区、二区

牛深町須口
牛深町岡東
牛深町岡一区、二
区、三区、四区
牛深町加世浦

牛深町宮崎、天附

予備日
予備日

大浦（山浦、船津、
横洲、東）
楠甫（下毛、山浦、
中津浦）
須子（北区、東区、
祇園区）

深海町中浦

深海町浅海
久玉町村田、かじ
や、明石、中の浦、
大の浦
久玉町吉田、大脇、
上揚
二浦町早浦、天草
町向辺田、河浦町
四名田・綿内
魚貫町浦越、福津、
池田
牛深町須口、茂串

牛深町船津、真浦

牛深町加世浦、鬼
塚
牛深町天附、元下
須

大浦（白当、大間崎、
桑の浦、小畦・水車）
楠甫（下村、江の
浦、蛤）
須子（中央区、昭和
区、西区）

ふかみふれあ
いセンター

くたまふれあ
いセンター

二浦地区多目的
研修集会施設

魚貫出張所

須口健康センター

牛深支所
２階会議室

大浦公民館

楠甫公民館

須子公民館

２/17㊋

２/18㊌

２/19㊍

２/20㊎

２/23㊊

２/24㊋

２/25㊌

２/26㊍

３/５㊍
３/６㊎
３/９㊊

３/10㊋

３/11㊌
３/12㊍

２/27㊎

３/２㊊

赤崎（１区、２区、
３区）
上津浦（１区、２
区、３区）
下津浦（下、迫、平）

小島子（上、下）
大島子（入角・鬼
塚、下・江口）

村・向、唐木崎

上脇、下脇、上竹地

牧本、長浦、椛の木
（※9：00～11：30）

境目
西ノ原
引地、中浦
松尾、小浦、新町

南平、旭、目玉
曙、倉本

大河内、中河内（大
原、大平、中ノ門）
打田、村（上、下、松
尾）

赤崎（４区、５区、
６区、７区）
上津浦（４区、５区、６
区、７区、８区、９区）
下津浦（宮本、山
浦）
大島子（鷲口、上・園田）
大島子（船津、中
津、東沖の田、西沖
の田、大矢）

古屋敷、元浦、大浦

下竹地、越地、外平

横浦、杉浦、﨑浦

浜田
才ツ原、大宮田
向名桐、名桐
中原、家久栄、赤仁
田、平野
山崎、上揚、鳴川
小崎、歳川、横道

中河内（中村）、下
河内
村（平の口、白洲団地、
白洲西団地）、山浦

有明保健セ
ンター

上津浦公民館

下津浦公民館

島子公民館

御所浦島開発総
合センター２階
御所浦漁村セ
ンター２階
あこうの里ふれあ
い館／横浦島コミ
ュニティセンター

倉岳漁村セ
ンター

倉岳老人憩
いの家

倉岳多目的研
修集会施設

栖本福祉会館

９：00～12：00 13：00～16：00
月  日 対  象  地  区 申告会場

９：00～12：00 13：00～16：00
月  日 対  象  地  区 申告会場

３/３㊋

３/４㊌

２/12㊍
２/13㊎

２/16㊊

２/17㊋

２/18㊌

３/13㊎

２/19㊍
２/20㊎
２/23㊊
２/24㊋
２/25㊌
２/26㊍
２/27㊎
３/２㊊
３/３㊋

３/４㊌

川下

湯船原下（中町、新
町、本町、住宅）、
浜、古江（久木山
上、久木山下、中）

村中、東
碇石上
釜、大宮

小峰、下大多尾、大
多尾中央

馬場下、渡の浦、
平、棒の鶴
高二、立

１区
２区
５区
６区、７区
９区、10区
13区、14区
28区、29区
19区（島上）
21区
22区（小峰、丸木
場、下方）

湯船原上、湯船原
下（樋ノ口、野田
迫、梅迫）
古江（松葉、井手
尾、辻）、稚児崎

西、港
碇石下
大宮地中央、中浪、
中山
浦方先、浦方中、浦
方新開、長野、天
樫、横島
馬場上、切越、諏
訪、宮地浦
―――

31区
２区、４区
３区
12区
８区、11区
15区、16区、17区
18区、30区
19区（島下）
20区
22区（九両、橋柿、
柳原）

栖本福祉会館

中田公民館
碇石公民館

大宮地公民館

大多尾公民館

新和町民セ
ンター
宮南公民館

五和町コミ
ュニティセ
ンター

鬼池公民館

五和漁村セ
ンター

地域交流セ
ンターおお
くす

３/５㊍
３/６㊎

３/９㊊

３/10㊋

３/11㊌

３/12㊍

３/13㊎

２/25㊌

２/26㊍
２/27㊎
３/２㊊
３/３㊋
３/４㊌
３/５㊍
３/６㊎

27区
24区

上、中（川向、村中）

轟、湯の本
諏訪、元向内峰、大
庵皿山
大江中央、越崎、野
中
鬼海、下田南中央、佃浜

下町、中町、船津、
向江
松崎、西高根
本郷北、女岳出
上津留、下津留
板之河内、益田
下田
久留
主留、古江

23区、26区
25区

中（佐世布河内、六
本木）、下
長畑、宮の本
白木、中向、宮の平、
松下、上河内大野
浜里、横浜、唐﨑、
軍ヶ浦
̶̶̶̶̶̶

志茂、西河内、大川
内、小島
舟津、本郷南
女岳外、上平
立原、市平
今村、平野、十三野
葛河内、倉田
中村、白木河内
路木

地域交流セン
ターおおくす

福連木多目
的集会所
天草町民センター

天草支所

大江漁村セ
ンター
下田南公民館

富津出張所

宮野河内出
張所
新合出張所

河浦支所

９：00～12：00 13：00～16：00
月  日 対  象  地  区 申告会場

９：00～12：00 13：00～16：00
月  日 対  象  地  区 申告会場

【牛深地区】（※天草町向辺田と河浦町四名田・綿内を含む）

【御所浦地区】

【倉岳地区】

【栖本地区】

【有明地区】

【栖本地区】

【天草地区】（※天草町向辺田は【牛深地区】の日程をご覧ください）

【河浦地区】（※河浦町四名田・綿内は【牛深地区】の日程をご覧ください）

【新和地区】

【五和地区】

※

注

※

注


